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工事監査結果報告書の提出について(通知) 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき工事監査を実施し、同条第９項の規定に

より、その結果に関する報告を決定したので、別添のとおり提出します。 



工事監査結果報告書 

１ 基準に準拠している旨 

監査委員は、さいたま市監査基準（令和２年３月３日監査委員決定）に準拠して監査

を行った。 

２ 監査の対象 

 対象課所 

スポーツ文化局 

スポーツ部 

スポーツ振興課 

子ども未来局 

子ども育成部 

子育て支援政策課、青少年育成課 

総合療育センターひまわり学園 

総務課、療育センターさくら草 

都市局 

都心整備部 

都心整備課、氷川参道対策室、大宮駅東口まちづくり事務所、 

大宮駅西口まちづくり事務所 

水道局 

業務部 

経営企画課、給水装置課、北部水道営業所、南部水道営業所 

給水部 

維持管理課、配水課 

 監査の範囲 

令和元年度繰越工事、令和２年度及び令和３年度（令和３年６月末日現在）に契約し

た工事のうち、最終契約金額が１，０００万円以上の次に掲げる工事を対象とした。 

また、令和２年度及び令和３年度（令和３年６月末日現在）に契約した施設修繕並び

に当該施設修繕に関連するその他の施設修繕のうち、次に掲げる施設修繕を対象とし

た。 



３ 監査の着眼点 

監査の主な着眼点は以下のとおり。 

 計画 

 ア 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。 

 設計 

 ア 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

  イ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 

  ウ 工期の設定は適切に行われているか。 

 積算 

 ア 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

担 当 工 事 名 

都市局 

都心整備部 

都心整備課 ①さいたま新都心デジタルサイン設置工事 

氷川参道対策室 ②令和元年度 氷川参道関連施設等整備工事 

大宮駅東口まちづ

くり事務所 

③氷川緑道西通線（南区間）照明設備工事（Ｒ

０１－２） 

大宮駅西口まちづ

くり事務所 

④大宮駅西口第四地区雨水管布設外工事 

水道局 

業務部 

経営企画課 ⑤北浦和浄水場外構工事 

給水装置課 ⑥小中学校飲用水直結化推進事業（新開小学校）

水道局 

給水部 

維持管理課 ⑦拡第５０５７号配水支管布設工事 

配水課 ⑧配水ポンプインバータ盤更新工事（大宮配水

場） 

担 当 施 設 修 繕 名 

スポーツ文化局

スポーツ部 

スポーツ振興課 ①記念総合体育館熱源機器更新修繕 

子ども未来局 

子ども育成部 

子育て支援政策課 ②ＪＳ日進５０４現状回復用務 

青少年育成課 ③大東放課後児童クラブ避難口設置修繕 

子ども未来局 

総合療育センタ

ーひまわり学園

総務課 ④さいたま市杉の子園傾斜復旧修繕 

療育センターさく

ら草 

⑤さいたま市療育センターさくら草非常用照明

交換修繕 

水道局 

業務部 

北部水道営業所 ⑥北部水道営業所車庫シャッター修繕 

南部水道営業所 ⑦針ヶ谷庁舎給水管及び排水管修繕 

子ども未来局 

総合療育センタ

ーひまわり学園

総務課 ⑧さいたま市杉の子園傾斜床修繕 



  イ 特殊な工法・材料・機器等を使用する場合の参考見積書は、内容、条件、時期等

が設計図書と適合しているか。また、適切な事務手続により原則として複数の業

者から取り寄せられているか。 

 契約 

  ア 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。 

  イ 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か（年度末偏在等）。 

 施工 

 ア 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。 

 イ 法令等を遵守して施工されているか。 

 ウ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。 

  エ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されて

いるか。 

  オ 高所作業や掘削作業等に係る労働災害防止のための必要な対策は行われている

か。 

  カ 環境に配慮した施工がなされているか。 

 検査 

  ア 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、粗雑な施工、

手抜き等の事実はないか。 

 イ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。 

  ウ 検査調書等検査記録は整備されているか。 

４ 監査の主な実施内容 

監査に当たっては、関係法令等に基づき事務手続等が適正に執行されているか、リス

クの顕在化を防止するための内部統制が適正に整備・運用されているかについて、関

係職員から説明を聴取するとともに、書類調査及び現場調査を実施した。 

５ 監査の実施場所及び日程 

 実施場所 

監査事務局及び現地 

 監査期間 

令和３年１０月２７日（水）から令和４年３月２２日（火）まで 

６ 監査の結果 

おおむね適正に行われているものと認められた。ただし、事務等の一部に別表のとお

り改善を要する事項が見受けられたので、その措置を講じられたい。 

なお、施工上留意すべき事項のうち、軽微なものについては、監査実施の際、関係職

員に口頭で改善等の指導を行った。 



７ 意見 

  施設修繕番号④（さいたま市杉の子園傾斜復旧修繕）及び施設修繕番号⑧（さいた

ま市杉の子園傾斜床修繕）に関する今後の対応について 

  子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課は、地盤の不同沈下により杉の

子園に傾きが発生したため、施設修繕番号④で薬液注入による地盤補強を行い、施設

修繕番号⑧で施設の土台揚げ及び床の張替えを行っている。 

  今回の監査において、本施設修繕２件に特段の指摘事項は見受けられなかったが、

次のとおり今後注意を要する事項が認められた。 

  工法の選定に当たっては、施設修繕の発注に先立ち実施した簡易的な調査業務にお

いて比較検討し、採用した工法は、経済性や工期短縮を考慮した案となった。 

  しかし、施設の現地調査において、吹き抜け部で固定が緩んだ建具が落下したこと

や一部筋かいに亀裂が見受けられたこと、地震に起因すると思われる地盤の再沈下な

どが認められたことから、工法の採用においては、施工結果の確実性など、技術的観

点を含めた総合的な検討も必要であった。 

  今後の施設の維持管理に当たっては、地震による更なる沈下など不測の事態に備え

る必要もあることから、施設の詳細な現況を把握するとともに、必要な対策を検討さ

れたい。 



別 表 

都市局 

子ども未来局／水道局

担 当 課 工 事 名 指 摘 事 項 等 

都心整備部 

大宮駅西口まちづく

り事務所 

④大宮駅西口第四地区

雨水管布設外工事 

・高さが２ｍ以上の開口部付近での

作業において、労働安全衛生規則第

５１９条に基づく墜落による労働

者の危険を防止するための措置を

行っておらず、労働者に危険を及ぼ

すおそれがあることから、受注者を

指導・監督すべきである。 

担 当 課 施設修繕名 指 摘 事 項 等 

子ども育成部 

子育て支援政策課 

②ＪＳ日進５０４現状

回復用務 

・契約事務において、提出された見積

書の一部を破棄し、内容の審査書類

が不足しているにもかかわらず契

約の相手方を決定していることか

ら、さいたま市施設修繕契約事務取

扱要綱第２９条に基づき、適正な事

務処理を行うべきである。 

業務部 

北部水道営業所 

⑥北部水道営業所車庫

シャッター修繕 

・見積参加者の選定において、起案及

び決裁による２者の選定通知後、う

ち１者の辞退により他者を追加し

ているが、その際改めて起案及び決

裁を得るべきところ、当初決裁文書

の訂正印により変更していること

から、さいたま市水道局文書管理規

程第１４条に基づき、適正な事務処

理を行うべきである。 


